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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （令和５年第２回有田川町議会定例会） 

令 和 ５ 年 ６ 月 ６ 日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 仮議長の選任を議長に委任する件 

 日程第５ 報告第３号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第６ 報告第４号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４ 

            号） 

 日程第７ 報告第５号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 日程第８ 報告第６号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 報告第７号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第10 報告第８号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第11 報告第９号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第12 報告第10号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町簡易排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第13 報告第11号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町浄化槽事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第14 報告第12号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和４年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算（第２ 

            号） 

 日程第15 報告第13号 令和４年度有田川町一般会計繰越明許費繰越計算書 

 日程第16 報告第14号 令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算 

            書 

 日程第17 報告第15号 令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計 
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            算書 

 日程第18 報告第16号 令和４年度有田川町水道事業会計予算繰越計算書 

 日程第19 報告第17号 専決処分の承認を求めることについて 

            令和５年度有田川町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第20 報告第18号 専決処分の承認を求めることについて 

            有田川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第21 報告第19号 専決処分の承認を求めることについて 

            有田川町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第22 報告第20号 専決処分の承認を求めることについて 

            有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第23 議案第35号 令和５年度有田川町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第24 議案第36号 令和５年度有田川町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第37号 令和５年度有田川町簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第38号 有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第27 議案第39号 有田川町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第28 議案第40号 有田川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

            を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第29 議案第41号 有田川町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第30 議案第42号 有田川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第31 議案第43号 有田川町辺地総合整備計画の変更について 

 日程第32 議案第44号 令和４年度繰越金屋中学校屋内運動場空調設備新設工事の請負 

            契約について 

 日程第33 議案第45号 令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（電気設備工事）の 

            請負契約について 

 日程第34 議案第46号 令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（機械設備工事）の 

            請負契約について 

 日程第35 議案第47号 令和４年度（仮称）新しみず温泉新築工事（建築工事）の請負 

            変更契約について 

２ 出席議員は次のとおりである（１４名） 

    １番   濃 添 勇 作       ２番   栗 山 昌 之 

    ３番   本 下 雅 敏       ４番   椿 原 竜 二 

    ５番   中 島 詳 裕       ６番   星 田 仁 志 

    ８番   谷 畑   進       ９番   西   弘 義 

    10番   林   宣 男       11番   岡   省 吾 
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    12番   森 谷 信 哉       13番   堀 江 眞智子 

    14番   増 谷   憲       15番   殿 井   堯 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ４番   椿 原 竜 二       15番   殿 井   堯 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１４名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  青 石 万紀子    福 祉 保 健 部 長  井 本 英 克 

   総 務 政 策 部 長  井 上 光 生    消 防 長  髙 井 永 行 

   産 業 振 興 部 長  細 野 正 人    建 設 環 境 部 長  竹 中 幸 生 

   清 水 行 政 局 長  中 谷 芳 尚    総 務 課 長  原   秀 文 

   財 務 課 長  山 縣 和 弘    企 画 調 整 課 長  林   光 彦 

   教 育 長   嶋   博    教 育 部 長  小 澤 俊 彦 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  中 屋 正 也    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（谷畑 進） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１４人であります。定足数に達しておりますので、ただいま

から令和５年第２回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３０分 

○議長（谷畑 進） 

   本日の会議を開きます。 

   なお、議事日程については、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において４

番、椿原竜二君、１５番、殿井堯君を指名します。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第２、会期の決定を議題とします。 

   去る５月３０日に開催された議会運営委員会の結果について報告願います。 
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   議会運営委員会委員長、殿井堯君。 

○議会運営委員会委員長（殿井 堯） 

   改めまして、おはようございます。 

   ただいま谷畑新議長から御指名がございましたので、議会運営委員会から報告を申

し上げます。 

   去る５月３０日、午前９時から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並びに日

程、各常任委員会の開催日等について協議いたしました。 

   その結果、会期につきましては、本日から６月２０日までの１５日間とさせていた

だきます。一般質問は１５日、１６日の２日間としております。 

   また、本日の議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりといた

したいと思います。 

   日程第５から日程第３５までの報告１８件、議案１３件については一括上程を行い、

それぞれ当局からの提案理由の説明を求め、その後、全員協議会において御審議いた

だきたいと思います。 

   また、全員協議会終了後、日程第５、報告第３号から日程第２３、議案第３５号ま

で、日程第３２、議案第４４号から日程第３５、議案第４７号までの報告１８件、議

案５件については、本日、審議をお願いいたしたいと思います。 

   この会期、日程等に御賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位の御

協力をお願い申し上げまして御報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（谷畑 進） 

   お諮りします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本定例会の会期は、本日から６月２０日ま

での１５日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から６月２０日までの１５日間に決定しました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、報告１８件、議案１３件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１３人であります。 

   次に、監査委員より、令和５年２月、３月、４月分の例月現金出納検査の結果及び

令和４年度水道事業棚卸検査の結果について報告されていますので、お手元に配付し

ております。 

   以上で諸般の報告を終わります。 
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……………日程第４ 仮議長の選任を議長に委任する件…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第４、仮議長の選任を議長に委任する件を議題とします。 

   お諮りします。 

   正副議長にともに事故があるときに対応し、滞りなく議会運営を行うため、地方自

治法第１０６条第３項の規定により、この会期中における仮議長の選任を議長に委任

願いたいと思います。御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   異議なしと認めます。 

   よって、この会期中における仮議長の選任を議長に委任することに決定しました。 

   それでは、この会期中における仮議長として、１５番、殿井堯君を指名します。 

   お諮りします。 

   日程第５、報告第３号から日程第３５、議案第４７号までの報告１８件、議案１３

件を一括議題としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第５、報告第３号から日程第３５、議案第４７号までの報告１８

件、議案１３件を一括議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   おはようございます。 

   本日、ここに令和５年第２回有田川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位には、何かとお忙しい中、御参集を賜り、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

   議会に先立ち、先日の豪雨でたくさんの被害も出てます。人的な被害はなかったん

ですけれども、民家への被害、あるいは特に果樹園の被害がたくさん出ております。

昨日も知事に電話して、果樹園の復旧については県の審査が必要でありますので、で

きるだけスムーズにやって、早く復旧できるようにお願いしたいということで申し上

げております。被災された方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

   それでは、提案理由の説明に先立ち、去る４月１日付で職員の人事異動を発令しま

したので、御紹介を申し上げます。 

   福祉保健部長の井本英克でございます。 

   総務課長の原秀文でございます。 

   清水行政局長の中谷芳尚でございます。 
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   どうかよろしくお願い申し上げます。 

   なお、説明員として出席する者は、副町長、教育長、部長職７名、課長職４名、私

を含めて１４名が常時出席いたします。 

   また、議案によって課長等が出席する場合につきましては、当日の議会開会まで議

長に申し出て許可を得るようにいたしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

   それでは、ただいま上程されました議案について、御説明を申し上げます。 

   報告第３号から報告第１２号までの１０議案につきましては、地方自治法第１７９

条第３項の規定に基づき、令和４年度一般会計、各特別会計補正予算について、専決

処分の承認を求めるものであります。 

   報告第３号は、令和４年度有田川町一般会計補正予算第９号であります。今回の補

正は、歳出として減債基金に１億３，０００万円、公共施設整備基金に１億円を積み

立てる増額補正をする一方、ふるさと応援基金積立金で１億２７６万円を減額し、そ

の他の各予算科目における不用額や未執行額を減額し、歳入についても町税、地方交

付税、国・県支出金、基金繰入れ及び町債等の確定に伴う増減をした結果、３億４，

６６６万６，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は１６７億６，１９１万

６，０００円と相なりました。また、繰越明許費、地方債の補正につきましても、御

審議を願うものであります。 

   報告第４号は、令和４年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号であ

ります。今回の補正は、保険給付費等の事業費が確定したことにより、県支出金及び

繰入金等の歳入額についても確定しましたので、これを補正するとともに、不用額や

未執行額を減額した結果、１億１，９２２万５，０００円の減額補正となり、補正後

の予算総額は３５億７，１５７万９，０００円と相なりました。 

   報告第５号は、令和４年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第４号であり

ます。今回の補正は、事業費が確定したことにより、保険料や繰入金等の歳入につい

ても確定しましたので、これを減額補正するとともに、不用額や未執行額を減額した

結果、４３０万９，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は７億８，９４０

万１，０００円と相なりました。 

   報告第６号は、令和４年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３号でありま

す。今回の補正は、保険給付費等の事業費が確定したことにより、繰入金、国・県支

出金及び支払基金交付金等の歳入額についても確定しましたので、これを補正すると

ともに、介護給付費準備基金積立金に８，０００万円を増額補正し、不用額や未執行

額を減額した結果、２億１，６９８万９，０００円の減額補正となり、補正後の予算

総額は３０億７，８６５万６，０００円と相なりました。 

   報告第７号は、令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算第３号でありま

す。今回の補正は、施設管理費、施設整備事業費等が確定したことにより、繰入金を
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減額補正するとともに、不用額や未執行額を減額した結果、３，９７６万１，０００

円の減額補正となり、補正後の予算総額は５億３，１８３万３，０００円と相なりま

した。また、地方債の補正につきましても、御審議を願うものであります。 

   報告第８号は、令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算第５号であり

ます。今回の補正は、施設管理費や施設整備事業費等が確定したことにより、繰入金

等の額が確定しましたので、これを補正するとともに、不用額や未執行額を減額した

結果、１，０７１万４，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は１５億６，

１９８万８，０００円と相なりました。また、地方債の補正につきましても、御審議

を願うものであります。 

   報告第９号は、令和４年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算第３号であ

ります。今回の補正は、施設管理費等が確定したことにより、繰入金等が確定しまし

たので、これを補正するとともに、不用額や未執行額を減額した結果、８７７万７，

０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は２億７，５２４万２，０００円と相

なりました。 

   報告第１０号は、令和４年度有田川町簡易排水事業特別会計補正予算第１号であり

ます。今回の補正は、事業費が確定したことに伴い、不用額や未執行額１０万円の減

額補正となり、補正後の予算総額は１９９万４，０００円と相なりました。 

   報告第１１号は、令和４年度有田川町浄化槽事業特別会計補正予算第１号でありま

す。今回の補正は、予備費未執行額１０万円の減額補正となり、補正後の予算総額は

６８６万１，０００円と相なりました。 

   報告第１２号は、令和４年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算第２号で

あります。今回の補正は、管理費等の事業費が確定したことに伴い、繰入金等を減額

するとともに、使用料を増額補正した結果、５０２万８，０００円の減額補正となり、

補正後の予算総額は７，５２５万５，０００円と相なりました。 

   報告第１３号から報告第１６号までの４議案は、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定による繰越計算書の報告についてであります。 

   報告第１３号は、令和４年度の一般会計予算の経費を令和５年度に繰越して使用す

るため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するものであります。 

   報告第１４号は、令和４年度の簡易水道事業特別会計予算の経費を令和５年度に繰

り越して使用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するものであり

ます。 

   報告第１５号は、令和４年度の公共下水道事業特別会計予算の経費を令和５年度に

繰り越して使用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するものであ

ります。 

   報告第１６号は、令和４年度の水道事業会計予算の経費を令和５年度に繰り越して

使用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するものであります。 
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   報告第１７号は、令和５年度有田川町一般会計補正予算第１号として、地方自治法

第１７９条第３項の規定に基づき、専決処分の承認を求めるものであります。今回の

補正は、食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対して

実情を踏まえた生活の支援を行うため、国の予備費を活用し、低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支援特別給付金事業を実施するため、早急に予算措置を講じた

ものであります。補正額は、歳入歳出それぞれ２，２１９万円を追加し、補正後の予

算総額は１７１億５，２１９万円と相なりました。なお、補正額の財源といたしまし

ては、国庫支出金を充てることにしております。 

   報告第１８号は、有田川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保

険の第１号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについてに基づき、減免措置

を実施する上で本条例の一部を速やかに改正する必要が生じたため、条例の一部改正

を専決処分したものであります。主な改正点として、令和４年４月１日から令和５年

３月３１日までの間に納期限が定められている保険料の減免を、令和４年度相当分の

保険料で令和５年４月１日から令和５年５月３１日に納期限が定められている保険料

の減免に改めるものであります。 

   報告第１９号は、有田川町税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

地方税法等の一部を改正する法律が令和５年３月３１日に公布され、令和５年４月１

日から施行されることに伴い、本条例の一部を速やかに改正する必要が生じたため、

条例の一部改正を専決処分したものであります。主な改正点といたしまして、１点目

は、森林環境税を個人住民税の均等割と併せて令和６年度より年額１，０００円の賦

課徴収。２点目は、三輪の特定小型原付となる電動キックボードが本条例第８２条第

１号アに該当することとなるため、令和６年度より軽自動車税種別割２，０００円の

賦課。３点目は、令和４年度まで措置されていた軽自動車税種別割のグリーン化特例

で、軽課対象分は３年間、２５％軽減対象分は２年間特例を延長するものであります。 

   報告第２０号は、有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。地方税法等の一部を改正する法律が令和５年３月３１日に公布され、

令和５年４月１日から施行されることに伴い、有田川町国民健康保険税条例の一部を

速やかに改正する必要が生じたため、条例の一部改正を専決処分したものであります。

主な改正内容は、１点目は、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行２０

万円から２２万円へ引き上げ、２点目は、５割軽減の被保険者の数に乗ずべき金額を

現行２８万５，０００円から２９万円に、２割軽減の被保険者の数に乗ずべき金額を

現行５２万円から５３万５，０００円に引き上げるものであります。  

   議案第３５号は、令和５年度有田川町一般会計補正予算第２号であります。今回の

補正の主なものは、２款総務費の財産管理費では、集会所等改修補助金として１０２

万５，０００円を、賦課徴収費では、過誤納付還付金として７００万円を、３款民生
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費の社会福祉総務費では、電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業として

１億１，７２１万４，０００円を、児童福祉総務費では、放課後児童健全育成事業委

託料として３１２万１，０００円を、６款農林水産業費の農業振興費では、中古農機

具・施設等リユース支援事業補助金として１６７万８，０００円を、林道新設改良費

では、山村強靭化林道整備事業として１，０１０万円を減額し、７款商工費の商工総

務費では、有田川町応援クーポン第５弾として１億７，５４４万５，０００円を、小

規模事業者生産性向上促進補助金として３００万円を、８款土木費の道路橋りょう維

持費では３１０万４，０００円を、道路新設改良費では８，５０５万円などを計上し、

その他所要の補正を行った結果、歳入歳出それぞれ４億４１５万１，０００円を追加

し、補正後の予算総額は１７５億５，６３４万１，０００円と相なりました。なお、

補正額の財源といたしましては、国庫支出金や繰入金、町債などを充てることにいた

しております。なお、繰越明許費、地方債の補正につきましても、御審議を願うもの

であります。  

   議案第３６号は、令和５年度有田川町下水道事業会計補正予算第１号であります。

今回の補正は、未収金及び未払金の金額が確定したことにより、未収金１，４８５万

６，０００円を３，７８６万６，０００円に、未払金は４億１，１２９万４，０００

円を２億８，９３５万３，０００円に改めるものであります。  

   議案第３７号は、令和５年度有田川町簡易水道事業会計補正予算第１号であります。

今回の補正は、未収金及び未払金の金額が確定したことにより、未収金は８，０７５

万９，０００円を４，８３５万２，０００円に、未払金は６，０００万円を５，５０

０万円に改めるものであります。  

   議案第３８号は、有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。コンビニ交付サービスによる住民票、印鑑証明書の発行手数料を令和５年

８月１日から令和６年３月３１日の期間、２００円から１００円に減額することによ

り、各種証明書の発行に要する負担軽減、物価高騰に直面する生活者の支援、非接触

型手続の活用促進による窓口の混雑緩和につなげるため、本条例において所要の改正

を行うものであります。 

   議案第３９号は、有田川町立保育所条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。現状の町立保育所においては、保育を必要とする子どもに対する保育を行う

ことしかできませんが、当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子どもを保

育し、かつ満３歳以上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成さ

れる保育を行うことができるよう認定こども園を設置するため、本条例において所要

の改正をするものであります。  

   議案第４０号は、有田川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、本条
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例においても所要の改正を行うものであります。主な改正内容は、放課後児童健全育

成事業者に対し安全計画の策定、自動車を運行する場合の利用者の所在の確認等を義

務づけるほか、業務継続計画の策定等の努力義務を課すものであります。  

   議案第４１号は、有田川町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。今回の改正は、田殿地区農業集落排水処理施設及び吉見地区農

業集落排水処理施設を廃止し、有田川町公共下水道汚水処理施設へ統合することによ

り、本条例の有田川町農業集落排水処理区域より田殿地区農業集落排水処理施設及び

吉見地区農業集落排水処理施設を削除するものであります。  

   議案第４２号は、有田川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器

具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正により、急速

充電設備の位置、構造及び管理に関する基準並びに指定場所における喫煙の制限に係

る規定が改正されたことに伴い、本条例において所要の改正を行うものであります。  

   議案第４３号は、有田川町辺地総合整備計画の変更についてであります。板尾・井

谷・室川・沼谷辺地地域において、既に計画している町道久野原沼谷線法面対策事業

の事業量の変更を行うため、辺地総合整備計画を変更するに当たり、辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定によ

り、議会の議決をお願いするものであります。  

   議案第４４号は、令和４年度繰越金屋中学校屋内運動場空調設備新設工事の請負契

約についてであります。令和４年度繰越金屋中学校屋内運動場空調設備新設工事を施

工するため、令和５年４月２７日、指名競争入札に付したところ、有田郡有田川町大

字小川１３番地１、松本電気工事、松本健氏が落札いたしましたので、４，０７５万

５，０００円で工事請負契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものであ

ります。 

   議案第４５号は、令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（電気設備工事）の請

負契約についてであります。令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（電気設備工

事）を施工するため、令和５年４月２７日、指名競争入札に付したところ、和歌山市

北出島４番地の２、株式会社山口電気、代表取締役 加藤匠氏が落札いたしましたの

で、４，７５２万円で工事請負契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするも

のであります。  

   議案第４６号は、令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（機械設備工事）の請

負契約についてであります。令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（機械設備工

事）を施工するため、令和５年４月２７日、指名競争入札に付したところ、和歌山市

小野町２丁目１７番地、バンドー設備工業株式会社、代表取締役 坂東利明氏が落札

いたしましたので、１億４，２４７万２，０００円で工事請負契約を締結するに当た

り、議会の議決をお願いするものであります。  
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   議案第４７号は、令和４年度（仮称）新しみず温泉新築工事 (建築工事)の請負変更

契約についてであります。今回の変更は、令和５年３月３０日に締結した令和４年度

（仮称）新しみず温泉新築工事 (建築工事)の請負契約金額を２，６６６万８，６００

円増額し、変更後の契約金額を４億３，３２９万６，６００円としたいので、変更契

約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものであります。  

   以上で提出議案に対する説明を終わります。何とぞ御審議の上、御賛同賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷畑 進） 

   以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時０４分 

再開 １３時３０分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（谷畑 進） 

   再開いたします。 

……………日程第５ 報告第３号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第５、報告第３号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有田川

町一般会計補正予算第９号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 
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   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第６ 報告第４号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第６、報告第４号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有田川

町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第７ 報告第５号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第７、報告第５号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有田川

町後期高齢者医療特別会計補正予算第４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 
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   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第８ 報告第６号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第８、報告第６号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有田川

町介護保険事業特別会計補正予算第３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第９ 報告第７号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第９、報告第７号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有田川

町簡易水道事業特別会計補正予算第３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 
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   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１０ 報告第８号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１０、報告第８号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有田

川町公共下水道事業特別会計補正予算第５号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１１ 報告第９号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１１、報告第９号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有田

川町農業集落排水事業特別会計補正予算第３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 
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   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１２ 報告第１０号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１２、報告第１０号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有

田川町簡易排水事業特別会計補正予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１３ 報告第１１号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１３、報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有

田川町浄化槽事業特別会計補正予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 
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   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１４ 報告第１２号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１４、報告第１２号、専決処分の承認を求めることについて、令和４年度有

田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算第２号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１５ 報告第１３号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１５、報告第１３号、令和４年度有田川町一般会計繰越明許費繰越計算書を

議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

……………日程第１６ 報告第１４号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１６、報告第１４号、令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 
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……………日程第１７ 報告第１５号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１７、報告第１５号、令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

……………日程第１８ 報告第１６号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１８、報告第１６号、令和４年度有田川町水道事業会計予算繰越計算書を議

題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

……………日程第１９ 報告第１７号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第１９、報告第１７号、専決処分の承認を求めることについて、令和５年度有

田川町一般会計補正予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第２０ 報告第１８号…………… 

○議長（谷畑 進） 
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   日程第２０、報告第１８号、専決処分の承認を求めることについて、有田川町介護

保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第２１ 報告第１９号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第２１、報告第１９号、専決処分の承認を求めることについて、有田川町税条

例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   報告第１９号、町税条例の一部改正について、反対の立場から討論させていただき

ます。 

   今回の改正は、主に森林環境税にあります。今、温室効果ガス削減は喫緊の課題と

なっています。温室効果ガス削減目標の取組には適切な森林整備により森林の温室効

果ガス吸収量を増加させる取組が不可欠であります。そして、森林は木材の供給源で

あるとともに、中山間地域の維持と国土の保全や水源の涵養など公益的機能を持ち、

そこで営まれる林業は地域社会を支える重要な産業であります。 

   今、中山間地域の高齢化や担い手不足などを背景に森林の荒廃が進んでいます。こ

の間の台風２号による１００年に１回の割合に満たない特異な水害で土砂崩れが起こ
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り、放置されていた倒木が流れ出したことも復旧に時間がかかりました。森林の保全

と林業の振興には、国の役割は重要であるにもかかわらず、森林整備予算は２００８

年から２０１５年の間だけでも４２２億円も削減されています。まさに国の責任は重

大であります。併せて、温暖化の原因物質のいわゆる製造者、排出者である企業の責

任が問われなければなりません。 

   しかし、国民には低所得者でも１，０００円の負担を求めながら、その一方で大企

業には負担ゼロ、林野庁が２０１６年に提出した税制改正案では、企業負担を求める

案が全て削られました。地球温暖化対策で原因者に負担を求めないのはおかしいと言

わなければなりません。さらに森林環境税は、人口が算出上の大きな基礎になってい

ますから、森林がなくても人口の多い都道府県ほど環境税が多く入ることになります。

ですから、森林の面積の多い当町のようなところは、もろ手を挙げて喜べない状況も

あることを申し上げて反対討論といたします。 

○議長（谷畑 進） 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手多数であります。 

   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第２２ 報告第２０号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第２２、報告第２０号、専決処分の承認を求めることについて、有田川町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   報告第２０号、国民健康保険税条例の一部改正について、反対の立場から討論を行

います。 
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   今回の一部改正は、まず国保限度額の引上げで合計１０２万円から１０４万円に上

がるものであります。そして、５割軽減と２割軽減の減額の対象範囲の拡大も入って

おります。対象世帯の軽減判定所得の算定における被保険者数に掛ける金額を引き上

げることが入っております。しかし、対象の拡大は２割軽減で新たに１３世帯の見込

み、５割軽減では１０世帯の見込みしかございません。一歩前進かもしれませんが、

所得がないか７割軽減対象者について軽減措置の拡大が考慮されておりません。 

   さて、今回の国保限度額の引上げでありますが、国は１１０万円まで限度額を引き

上げる方針を持っています。今回の引上げもその一環であります。今回の引上げは、

医療分と介護分を除く後期高齢者支援金分で２万円引き上げ、合計１０２万円から１

０４万円に引き上げます。賦課限度額の引上げは２００８年から２０２３年の１５年

間で６８万円から１０４万円となり、３６万円、５２．９％の引上げとなっておりま

す。協会けんぽと比べて極端に重い国保税負担は、夫婦２人・子どものモデル世帯で

は、所得約８２４万円で限度額に達してしまいますが、年間収入が約２，０００万円

までランクを分けて保険料が上がる協会けんぽの仕組みと比べて、その半分の額で上

限額に達してしまいますから、極端に重い負担となります。  

   賦課限度額の引上げにより、全体の税率を抑えて中間所得者の負担の抑制を図ると

いうことを言われますが、その効果は６０人前後の２３世帯であります。このように

国保被保険者間の負担調整だけで制度を存続させるのは無理があります。なぜなら、

そもそも国保の被保険者は無職者、年金受給者、中小零細業者など低所得者層が多く

占め、当町で言えば所得１００万円未満の方が全体の４１％、そして軽減を受けてい

る方は全体の５６％を占めているからであります。  

   さらに、国が国庫負担金を削減したのが大きな問題で、全国の自治体の国保財政が

厳しい運営を強いられることになったこともこれが原因であります。これらは国の方

針に基づくものでありますから、市町村も困難な運営を強いられていることは理解で

きますが、やはり国の方針に基づく一部改正になっておりますから、以上の理由で反

対といたします。  

○議長（谷畑 進） 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   本件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手多数であります。 
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   よって、本件は承認することに決定しました。 

……………日程第２３ 議案第３５号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第２３、議案第３５号、令和５年度有田川町一般会計補正予算（第２号）を議

題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決しました。 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第３２、議案第４４号から日程第３５、議案第４７号ま

でを先に審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第３２、議案第４４号から日程第３５、議案第４７号ま

でを先に審議することに決定しました。 

……………日程第３２ 議案第４４号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第３２、議案第４４号、令和４年度繰越金屋中学校屋内運動場空調設備新設工

事の請負契約についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   議長、暫時休憩でもよろしいですか。お願いします。 

○議長（谷畑 進） 
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   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １３時５０分 

再開 １３時５２分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（谷畑 進） 

   再開します。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決しました。 

……………日程第３３ 議案第４５号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第３３、議案第４５号、令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（電気設備

工事）の請負契約についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 



－２３－ 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決しました。 

……………日程第３４ 議案第４６号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第３４、議案第４６号、令和５年度（仮称）新しみず温泉新築工事（機械設備

工事）の請負契約についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決しました。 

……………日程第３５ 議案第４７号…………… 

○議長（谷畑 進） 

   日程第３５、議案第４７号、令和４年度（仮称）新しみず温泉新築工事(建築工事)

の請負変更契約についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 



－２４－ 

○議長（谷畑 進） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決しました。 

   お諮りします。 

   日程第２４、議案第３６号から日程第３１、議案第４３号までを提案理由の説明だ

けにとどめ、議案調査のため審議を中止し、本日の会議はこれで延会にしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷畑 進） 

   異議なしと認めます。 

   本日は、これで延会することに決定しました。 

   本日は、これで延会します。 

   なお、次回の本会議は６月１５日、木曜日、午前９時３０分に開議します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １３時５５分 


